
●労働安全衛生規則が改正され、平成29年4月1日から、免許試験受験申請書の本籍

地の記入が不要となりました。これに合わせて性別の記入も不要とすることとし

ました。受験申請書に本籍地欄、性別欄があっても記入していただかなくて結構

です。

●また、受験申請書の写真のサイズが免許申請書と同じサイズ（30mm×24mm）に改

正されました。受験申請書が36mm×24mmとなっている場合でも、30mm×24mmの写

真で結構です。
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